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令和７年度答申第９３号 

令和８年３月１３日  

 

諮問番号 令和７年度諮問第１４５号（令和８年２月５日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、母のＡ（以下

「母Ａ」という。）は準軍属として死亡したとして、Ｂ知事（以下「処分庁」

という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法

律第１００号（令和７年法律第１８号による改正（同年４月１日施行）前のも

の。以下同じ。）。以下「特別弔慰金支給法」という。）３条本文の規定に基

づき、母Ａに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請求」という。）をしたとこ

ろ、処分庁が、本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）を

したことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

（１）特別弔慰金支給法関係 

ア 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支

給すると規定している。 

イ 特別弔慰金支給法２条１項本文は、この法律において「戦没者等の遺
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族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日（以下「基準日」

という。）までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２

７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金（以下「弔慰金」と

いう。）を受ける権利を取得した者で、基準日において日本の国籍を有

しているものをいうと規定している。 

ウ 特別弔慰金支給法４条は、特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを

受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行うと規定してい

る。 

そして、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令（昭和４０年

政令第１８３号）３条（令和７年政令第１４３号による改正（同年４月１

日施行）前のもの）は、特別弔慰金支給法４条に定める厚生労働大臣の権

限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地が本

邦にあったものに係るものは、当該本籍地の都道府県知事が行うこととし、

この場合においては、特別弔慰金支給法の規定中当該事務に係る厚生労働

大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適

用があるものとすると規定している。 

（２）遺族援護法関係 

ア 遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における在職期間

内に、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和１６年１２

月８日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族に

は、弔慰のため、弔慰金を支給すると規定している。 

また、遺族援護法３４条３項は、昭和１２年７月７日以後に公務上負傷

し、又は疾病にかかり、これにより、昭和１６年１２月８日以後において

死亡した準軍属又は準軍属であった者の遺族には、弔慰のため、弔慰金を

支給すると規定している。 

イ 遺族援護法２条１項は、この法律において、「軍人軍属」とは、①恩

給法の一部を改正する法律（昭和２１年法律第３１号）による改正前の

恩給法（大正１２年法律第４８号）１９条に規定する軍人、準軍人その

他もとの陸軍又は海軍部内の公務員（以下「陸海軍部内文官」という。）

又は公務員に準ずべき者（１号）、②もとの陸軍又は海軍部内の有給の

嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員（２号。以下「陸海軍部内有給軍

属」という。）、③旧国家総動員法（昭和１３年法律第５５号）に基づ

いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員（３号。以下「船
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舶運営会船員」という。）、④もとの陸軍又は海軍の指揮監督の下に上

記①から③までに掲げる者の業務と同様の業務に専ら従事中の南満州鉄

道株式会社の職員及び政令で定めるこれに準ずる者（４号。以下「満鉄

軍属」という。）をいうと規定している（上記①に掲げる者が「軍人」

であり、上記②から④までに掲げる者が「軍属」である。）。 

ウ 遺族援護法２条３項は、この法律において、「準軍属」とは、①旧国

家総動員法４条の規定に基づく被徴用者及び同法５条の規定に基づく総

動員業務の協力者等（１号）、②もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦

闘参加者（２号）、③国民義勇隊の隊員（３号）、④満州開拓青年義勇

隊の隊員（４号）、⑤旧特別未帰還者給与法（昭和２３年法律第２７９

号）１条に規定する特別未帰還者（５号。以下「特別未帰還者」とい

う。）、⑥事変地又は戦地に準ずる地域における勤務に従事中のもとの

陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員（６号。

以下「準事変地又は準戦地勤務の準軍属」という。）、⑦旧防空法（昭

和１２年法律第４７号）６条１項若しくは２項の規定により防空の実施

に従事中の者（７号。以下「防空業務従事者」という。）又は同法６条

の２第１項の指定を受けた者（以下「防空監視隊員」という。）をいう

と規定している。 

エ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡し

た者の死亡の当時における配偶者（遺族援護法２４条１項の規定により、

婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を

含む。）、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親

等以内の親族（死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、

又はその者と生計を共にしていた者に限る。）で、死亡した者の死亡の

当時日本の国籍を有していたものとすると規定している。 

オ 遺族援護法３６条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の順位は、配偶者

を第１順位、子を第２順位とすると規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

（１）母Ａは、大正元年ａ月ｂ日、出生し、昭和８年７月１日、Ｃ（以下「父

Ｃ」という。）と婚姻した。父Ｃと母Ａの間には、昭和９年ｃ月ｄ日に長

男のＤ（以下「兄Ｄ」という。）が、昭和１５年ｅ月ｆ日に三男の審査請

求人が、昭和１８年ｇ月ｈ日に二女のＥが、昭和２０年ｉ月ｊ日に四男の
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Ｆがそれぞれ出生した。なお、審査請求人の出生地は、Ｇ地であった。 

（改製原戸籍謄本（戸主：父Ｃ）（以下「本件戸籍謄本」という。）、戸籍

全部事項証明（審査請求人）） 

（２）母Ａは、昭和２１年２月１７日、Ｈ地で死亡し、父Ｃは、同年９月１２

日、母Ａの死亡の届出をした。なお、母Ａの死亡時の本籍地は、Ｉ地、除

籍時の本籍地は、Ｊ地であった。 

（本件戸籍謄本） 

（３）審査請求人は、令和５年２月１５日、住所地のＫ市長を経由して、処分

庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、母Ａに係る特別弔

慰金の請求（本件請求）をしたところ、処分庁は、同月２０日、本件請求

を受け付け、その後、同年３月２４日、Ｌ知事が本件請求を受け付けた。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

（４）Ｌ知事は、令和６年４月２日付けで、審査請求人に対し、「死亡したＡ

様について、請求者であるＸ様より提出された資料（写真）及びＬ都道府

県で保管する資料等を基に精査したところ、戦傷病者戦没者遺族等援護法

に規定する軍人軍属又は準軍属の身分を有していたものとは認められませ

ん。したがいまして、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に規定す

る要件を満たしていないため、Ｘ様は特別弔慰金を受ける権利を有しませ

ん。」との理由を付して、本件請求を却下する処分をした。 

（却下通知書（令和６年４月２日付け）） 

（５）Ｌ知事は、令和６年５月１４日付けで、審査請求人に対し、「死亡した

Ａ様の除籍時本籍がＪ′地であり、Ｌ都道府県が裁定できないため。」と

の理由を付して、上記（４）の却下処分を取り消した。 

（却下取消通知書） 

（６）処分庁は、令和６年１１月５日付けで、審査請求人に対し、「特別弔慰

金支給法第２条第１項では、特別弔慰金は戦傷病者戦没者遺族等援護法

（以下「遺族援護法」という）による弔慰金を受ける権利を取得した戦没

者等の遺族が支給の対象とされています。また、遺族援護法第３４条第１

項では、弔慰金は「公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより（略）

死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族」に対し支給するものと

されています。Ａ様に関し、軍歴に該当する保管資料が存在せず、昭和３

５年４月１３日付けでＤ様からＬ都道府県へ提出された「死亡した者の外

地における状況、外地における死亡状況等に関する申立書」には、職業は
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無職、傷病名は心臓衰弱及栄養失調と記載されており、上記支給要件を満

たしておりません。令和６年６月１９日にあなた様から提出があった資料

について国に確認する等して検証しましたが、昭和３５年に提出の上記申

立書の内容を覆しＡ様を軍人軍属又は軍人軍属であった者と認められる事

実を確認するには至りませんでした。したがって、あなた様を、弔慰金を

受ける権利を有した戦没者等の遺族に該当すると認められる事実の認定に

は至りません。」との理由を付して、本件請求を却下する処分（本件却下

処分）をした。なお、審査請求人が却下通知書を受領したのは令和６年１

１月２５日であった。 

（却下通知書（令和６年１１月５日付け）、「受領書」と題する書面） 

（７）審査請求人は、令和７年２月１３日付けで、審査庁に対し、本件却下処

分を不服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

（８）審査庁は、令和８年２月５日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却す

べきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

（１）「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」（令和５年２月１５日付

け） 

  審査請求人は、上記の書面において、「戦没者等のもとの身分」につい

ては、準軍属としていた。 

（２）「もとの陸軍又は海軍の勤務に専従したことの申立書」（令和６年７月

４日付け。申立者：Ｍ（兄Ｄの妻）） 

母Ａは、父Ｃと準軍属として、Ｎ地のＯ事務所で公務中二人組の強盗に

押し入られ、母Ａは大けがをしてそれが原因で死亡したと聞いています。 

（３）「説明書」（令和７年３月１２日付け） 

父Ｃは、Ｐ営林署で測量士として、母Ａは、Ｐ営林署で、書類作成など

の事務手伝いをしていました。父Ｃと母Ａは、そこで結婚して、今のＮ地

に渡りました。父Ｃは、Ｎ地に行って、すぐにＯ事務所に軍属として行き

ました。 

審査請求人は、Ｎ地のＯ事務所の官舎で生まれました。 

当時、母ＡがＯ事務所の中で、Ｎ地人の強盗に襲われ、大けがをしてし

まい、それが原因で母Ａは死亡しました。 
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（４）「弁明、説明書」（令和７年６月２４日付け） 

父Ｃが母Ａと兄Ｄを連れて、三人で軍属として、Ｎ地に渡ったと父母の

身内の人が言っていました。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 審査請求人が基準日（令和２年４月１日）において特別弔慰金支給法の特

別弔慰金の支給対象となる戦没者等の遺族に該当するためには、母Ａが、遺

族援護法２条に規定されている軍人軍属又は準軍属として公務上又は勤務に

関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡したものと認められる

ことが必要である。 

２ 本件請求時に審査請求人から提出された資料について確認すると、①令和

２年７月２９日付けＫ市長証明の戸籍全部事項証明書（審査請求人）、②同

日付け同市長認証の改製原戸籍謄本（筆頭者：父Ｃ）、③同日付け同市長認

証の改製原戸籍謄本（戸主：父Ｃ。本件戸籍謄本）、④写真４葉、⑤令和６

年６月１９日に提出されたＱ営林局資料及び家族写真２葉、⑥処分庁の求め

に応じて同年７月４日に提出された「もとの陸軍又は海軍の勤務に専従した

ことの申立書」並びに⑦同日に提出された写真帳（写真２葉）が提出されて

いる（以下「審査請求人から提出された資料」という。）。 

次に、処分庁から提出された資料について確認すると、兄Ｄが母Ａに係る

引揚者遺族給付金の請求のためＬ都道府県に提出した、「死亡した者の外地

における状況、外地における死亡状況等に関する申立書」（昭和３５年４月

１３日付け。以下「外地状況申立書」という。）、「遺族給付金請求書」、

「遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者がないことの申立

書」、「先順位の者がいない旨の申立書」及び「遺族給付金請求同意書」

（以下これらを「引給関係書類」という。）を提出したことが確認できる。 

続いて、弁明書の記載によれば、処分庁において母Ａの軍歴に該当する保

管資料が存在せず、また、母ＡがＪ′地に本籍を移す前の本籍地がＩ′地で

あるが、Ｌ都道府県においても同人の軍歴に該当する保管資料は存在しなか

った（以下「処分庁資料調査結果」という。）と記載されている。 

加えて、厚生労働省社会・援護局保管の資料のうち、旧陸海軍人事関係資

料を調査するも、母Ａに関する資料は確認できなかった（以下「当局資料調

査結果」という。）。 

３ 上記２の記載内容を踏まえ、特別弔慰金支給法に規定する戦没者等の遺族

の要件について確認すると、審査請求人は提出された戸籍書類から、母Ａの
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子であることが確認できる。 

次に、母Ａの身分等について確認すると、引給関係書類のうち外地状況申

立書には、母Ａについて、職業は「無職」、傷病名は「心臓衰弱及栄養失

調」、受傷り病した年月日は、「昭和２０年ｋ月ｌ日」、受傷り病した場所

は「Ｒ地」、受傷り病の状況は「２０年ｉ月ｊ日出産、三日目より連日連夜

Ｓの家宅不法侵入で心臓衰弱栄養失調になった。」及び死亡した場所は「Ｒ地

Ｔ医院内」と記載されているが、これらの記載内容、審査請求人から提出さ

れた資料、処分庁資料調査結果及び当局資料調査結果からは、母Ａが遺族援

護法２条に規定する軍人軍属又は準軍属に該当することは確認できない。 

４ 以上のとおり、母Ａは遺族援護法２条に規定する軍人軍属又は準軍属とし

て公務上又は勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡し

たものと認められないことから、審査請求人は、特別弔慰金支給法に基づく

特別弔慰金の支給を受ける権利を有していない。 

したがって、本件請求に対して、これを却下した本件却下処分は適正であ

ると考えられ、本件却下処分を維持することが妥当であり、本件審査請求に

は理由がないため、棄却すべきものと考える。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分に

違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである

としている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

（１）一件記録によると、本件請求から本件諮問に至るまでの一連の手続の経

過は、次のとおりである（なお、括弧内は、当該手続までの所要期間であ

る。）。 

審査請求の受付     ：令和７年２月２１日 

審理員意見書の提出   ：同年７月８日 

本件諮問        ：令和８年２月５日 

（審理員意見書の提出から約７か月、本件審査

請求の受付から約１１か月半） 

（２）そうすると、本件では、審査庁において、審理員意見書の提出から本件

諮問までに約７か月の期間を要しているが、特段の理由があったとは認め

られないから、審査庁においては審査請求事件の進行管理の仕方を改善す

る必要がある。 
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（３）上記（２）で指摘した点及び後記３で指摘する点以外では、本件審査請

求から本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき

点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

（１）本件では、母Ａが遺族援護法２条１項に規定する「軍人軍属」又は同条

３項に規定する「準軍属」に該当するか否かが問題となっている。 

（２）遺族援護法２条１項は、「軍人軍属」とは、①軍人、準軍人その他陸海

軍部内文官又は公務員に準ずべき者（１号）、②陸海軍部内有給軍属（２

号）、③船舶運営会船員（３号）、④満鉄軍属（４号）をいうと規定し

（上記第１の１の（２）のイ）、同条３項は、「準軍属」とは、①旧国家

総動員法４条の規定に基づく被徴用者及び同法５条の規定に基づく総動員

業務の協力者等（１号）、②もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加

者（２号）、③国民義勇隊の隊員（３号）、④満州開拓青年義勇隊の隊員

（４号）、⑤特別未帰還者（５号）、⑥準事変地又は準戦地勤務の準軍属

（６号）、⑦防空業務従事者又は防空監視隊員（７号）をいうと規定して

いる（上記第１の１の（２）のウ）。 

（３）そこで、母Ａに係る記録について検討する。 

ア 本件戸籍謄本 

（ア）死亡日及び場所 

「昭和弐拾壱年弐月拾七日Ｈ地ニ於テ死亡」 

（イ）本籍地 

・昭和２１年２月１７日（死亡時）：Ｉ地 

・昭和２１年９月１２日（除籍時）：Ｊ地 

イ 外地状況申立書（昭和３５年４月１３日付け） 

死亡した者の昭和２０年８月９（１５）日の職業：「無職」 

死亡原因となった傷病名：「心臓衰弱及栄養失調」 

受傷り病した年月日：「昭和２０年ｋ月ｌ日」 

受傷り病した場所：「Ｒ地」 

受傷り病の状況：「２０年ｉ月ｊ日出産、３日目より連日連夜Ｓの家宅

不法侵入で心臓衰弱栄養失調になった。」 

死亡年月日：「昭和２１年２月１７日」 

死亡した場所：「Ｒ地 Ｔ医院内」 

死亡した者が昭和２０年８月９（１５）日軍人軍属であったときは、そ
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の身分及び所属部隊：記載無し 

ウ Ｌ都道府県及び処分庁は、それぞれが保管する旧陸軍から継承した、

軍人軍属等の軍歴等の資料において、それぞれ母Ａの氏名、生年月日及

び本籍地（Ｌ都道府県は、Ｉ地、処分庁は、Ｊ地）について、母Ａの軍

歴等について記載がないか確認したが、資料は見当たらなかった。処分

庁は、父Ｃの氏名、生年月日及び本籍地（Ｊ地）についても調査をした

が、母Ａの軍歴等の記載のある資料は見当たらなかった。 

また、Ｌ都道府県及び処分庁は、それぞれが保管する引揚者や引揚前に

死亡した者の遺族に対する給付金や特別交付金の受給権利を認定した際の

関係資料において、母Ａ及び父Ｃの氏名、生年月日について調査をしたが、

母Ａが軍人軍属又は準軍属であったことを示す記載のある資料は見当たら

なかった。 

さらに、処分庁は、国立国会図書館のホームページに掲載されている満

州鉄道社員録において、母Ａ及び父Ｃについて調査したが該当はなかった。

（令和８年２月１９日付けの審査庁の事務連絡・記の回答２） 

エ 審査庁は、厚生労働省保管の、旧陸海軍から引き継いだ、援護年金の

支給や戦没者の慰霊事業等のための履歴証明業務等に使用している戦没

者等援護関係資料において、母Ａの氏名、生年月日、本籍地等の情報が

存在しないか確認したが、母Ａに係る記録は見当たらなかった（令和８

年２月１９日付けの審査庁の事務連絡・記の回答３）。 

オ 以上によれば、母Ａが、遺族援護法２条１項に規定する軍人軍属又は

同条３項に規定する準軍属に該当することを確認することはできない。 

したがって、審査請求人については、母Ａに係る弔慰金を受ける権利を

取得した者に当たると認めることはできない。 

（４）なお、審査請求人は、家族写真や父Ｃに係るＱ営林局の人事記録（令和

６年６月１９日提出）、「もとの陸軍又は海軍の勤務に専従したことの申

立書」や写真帳（同年７月４日提出）のほか、父Ｃに係るＵ森林管理局の

在職証明書及びＶ市役所の職歴証明書を提出しているが、いずれも母Ａが

軍人軍属又は準軍属であったことを確認することができるものとは認めら

れない。 

（５）上記（２）から（４）までで検討したところによれば、本件却下処分は、

違法又は不当であるとはいえない。 

３ 付言 



 

10 

 

（１）審査請求人は、本件請求において、母Ａのもとの地位について、準軍属

であったとしていたところ（上記第１の３の（１）、「戦没者等の遺族に

対する特別弔慰金請求書」（令和５年２月１５日付け））、本件却下処分

に係る却下通知書の処分の理由においては、この点については格別の記載

はなく（上記第１の２の（６））、このような処分の理由の記載では、審

査請求人においてその主張するところに対する処分庁の判断の内容を理解

することは困難であったというべきである。処分庁においては、処分の理

由の提示の在り方を改善する必要がある。 

（２）本件審査請求に係る審査請求書（令和７年２月１３日付け（審査庁の受

付日は同月２１日））には、①「審査請求にかかる処分」中の「処分があ

ったことを知った年月日」欄、②「審査請求にかかる処分」中の「処分の

内容」欄、③「審査請求の趣旨及び理由」欄、④「審査請求についての教

示の有無」欄、⑤「教示の内容」中の「審査請求ができる旨の教示」欄、

⑥「教示の内容」中の「審査請求すべき行政庁の名称」欄及び⑦「教示の

内容」中の「審査請求をすることができる期間」欄が空白となっていたた

め、審査庁は、令和７年２月２８日付けで、審査請求人に対し、「「審査

請求書」中の記載事項について、下記の補正が必要です。添付別紙にご記

入の上、令和７年３月１４日までに当課宛て返送をお願いいたします。」

と、上記①から⑦までの事項についての補正命令をしたところ、審査請求

人から同年３月１２日付けの補正書の提出（同月１３日受付）があった。 

しかし、審査請求人が提出した補正書には、審査庁が上記の別紙として

示した書式中の「教示の内容：審査請求をすることができる期間」欄につ

いて補正がなかったため、審査庁は、同月１４日付けで、審査請求人に対

し、「教示の内容：審査請求をすることができる期間」欄について補正命

令をしたところ、審査請求人から同月１８日付けで補正書の提出（同月２

１日受付）があったが、審査庁は、「補正をお願いした事項が記入見本の

通りではございませんでした」として、同月２６日付けで、審査請求人に

対し、再度、補正命令をしたところ、審査請求人から、補正書の提出（同

年４月３日受付）があった。 

「行政不服審査法事務取扱ガイドライン」（令和４年６月総務省行政管

理局。以下「本件ガイドライン」という。）は、補正命令に関する行政不

服審査法（平成２６年法律第６８号）２３条の解釈に係る事項であって法

令に基づき遵守すべきものとして、「例えば、処分のあった日から３月以
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内に審査請求された場合の「審査請求に係る処分があったことを知った年

月日」や審査請求先に誤りがなく審査請求期間内である場合の「処分庁の

教示の有無及びその内容」の記載が不足している場合など、明らかに適法

な申立てである場合（中略）は、補正させる意義に乏しいことから、運用

上の取扱いとしては、補正を命じることは要しない。」としている。 

そうすると、審査庁が上記の令和７年３月１４日付け及び同月２６日付

けの補正命令をしたことについては、本件ガイドラインの上記のような内

容及びその趣旨とするところを的確に理解しないまま、形式的な取扱いを

して、意義に乏しい補正を命じた結果、審査請求人に無用の負担を負わせ

たとの批判を免れず、審査庁においては、本件ガイドラインの意義や内容

等について理解を深め、審査請求に係る事務が適切に処理されるようにす

ることが期待される。 

４ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 
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